
新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

患者さまへのお願い 

 

 新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、病院に直接来院せず、まず下記の 

 帰国者・接触者相談センターに連絡し、その指示に従って行動してください。 

 

 福島県帰国者・接触者相談センター  

   

各保健所 電話番号 

県北保健所（県北保健福祉事務所） ０２４－５３４－４１０８ 

県中保健所（県中保健福祉事務所） ０２４８－７５－７８２７ 

県南保健所（県南保健福祉事務所） ０２４８－２１－８１８８ 

会津保健所（会津保健福祉事務所） ０２４２－２９－５２０３ 

南会津保健所（南会津保健福祉事務所） ０２４１－６３－０３０６ 

相双保健所（相双保健福祉事務所） ０８０－２８０７－０４８９ 

福島市保健所 ０２４－５３５－８６６２ 

郡山市保健所 ０２４－９２４－２１６３ 

いわき市保健所 ０２４６－２７－８５９６ 

 

 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

  新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安については、以下の厚 

  生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf

